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研究成果の概要（和文）：日本のハードコアポルノにおいて、女性を中心とする登場人物がどのようなモノ化さ
れており、どのような意味で倫理的な問題を含んでいるのかが検討された。その際には、マッキノンやドウォー
キンなどのラディカルフェミニズムの議論やそれに影響を受けたポルノの哲学の議論を手がかりにされた。そう
した検討によって明らかになるのは、「性的モノ化」が検討を導くような「見方（ヴィジョン」）としては有効
であり、そのような観点から性表現を分析する意義は明らかであるが、しかし、「ポルノグラフィはモノ化して
いるゆえに悪い」などの一般的な主張を展開することはできないということである。

研究成果の概要（英文）：This project explored the ways in which women and other characters are 
sexually objectified in Japanese hardcore pornography, and the ethical issues involved. It draws on 
discussions of radical feminism by McKinnon, Dworkin, and others, as well as discussions of the 
philosophy of pornography influenced by this philosophy. What such an examination reveals is that 
while "sexual objectification" is valid as a "vision" that could guide the examination, and the 
importance of analyzing sexual expression from such a perspective is clear, it is not possible to 
develop general claims such as "pornography is bad because it is objectifying," and so on. 

研究分野： 倫理学

キーワード： ポルノグラフィ　倫理学　現象学　性的モノ化　ブルーフィルム

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
性表現は、猥褻なものや性差別的なものとして否定的に評価され、法的な検閲の対象になることもある。しか
し、そうした表現は、差別や抑圧の記録であったり、多様なジェンダーやセクシュアリティの人たちの性的な自
己理解の手がかりであったりと、社会的な意義もある。本研究はそうした論点を明らかにすることができた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
 

ポルノグラフィの検閲をめぐる問題は、C.マッキノンや A.ドウォーキンによるポルノ批

判以来、法学や社会学などの文脈で大きな注目を集めており、日本でも学問上の論争のみ

ならず、現代美術やアニメなどを規制する運動にもなっている。ポルノが批判される根拠

の一つには「性的モノ化(sexual objectification)」があり、ポルノは人（おもに女性）を性

的欲望の充足の道具にすることで、女性をモノとして扱い、モノと見なす。しかし、M.ヌ

スバウム（“Objectification”,in Philosophy & Public Affairs,24(4),1995）が指摘したよう

に、「性的モノ化」には多様な意味があり、そのつどの文脈によっては肯定すべきものが

あるとも指摘される。 
 

２．研究の目的 

 

こうしたモノ化の概念の多義性や使用状況の複雑さは、議論が混乱・対立する要因であ

り、これを整理することは議論を進めるために不可欠である(L.Papadaki,“What is 

Objectification?”in Journal of Moral Philosophy7(1),2010)。こうした議論では、ポルノ

と性的モノ化の関係が、どのような場面を置いて、どのような意味において論じられてい

るのかが明確ではないことがあり、議論に大きな混同が生じることもある。ポルノの表現

の内容として登場する人物がモノ化されているのか。ポルノを鑑賞した者が何らかの影響

を受けて、現実の世界で女性などをモノ扱いするような行為に導かれるのか。ポルノを鑑

賞することで、実際の行為に至るかは別に、モノ化を肯定的に捉え、ときにそうした欲望

を抱くようになるのか。さらには、ポルノの制作現場において、女性を中心とする出演者

の人権侵害が行われていて、それをモノ化と言うことができるのか。このような場面を念

頭において、性的モノ化の概念を手がかかりにポルノを考察することがどのような意味に

いてなされるのかを整理する必要がある。 

 

３．研究の方法 

 

本研究は、哲学の文献研究という手法でなされるのであり、「性的モノ化」の概念をめぐ

る問いを正面から考察し、概念の分析と整理を通じて、ポルノグラフィにおける性的モノ

化とは何か、それはどのような場面において、どのような意味で悪いのか（場合によって

は許されるのか）を検討する。とりわけ、現代のポルノの哲学の背景になっている応用倫

理学・応用哲学の議論を踏まえながらも、作品の鑑賞やジェンダーの相違などの経験に関

わる分析を提供する現象学の研究も参考にすることになる。 

具体的には、文献の購入や国内外の図書館での資料調査をおこない、資料を読解・検討

して、論文や研究発表を通じて成果を公表する。本研究においては、哲学・倫理学全般、

美学、ジェンダー論、法学、社会学、映画学などの研究者との対話を必要としている。 

 

４．研究成果 

 

研究が始まってから最初の２年間（2020-21 年度）は、コロナウィルス感染症の拡大の



ため、国内外での資料調査を実施する状況ではなかった。そのため、研究の基礎となる哲

学の議論の整理を中心に進めることになった。現象学と英米系の現代倫理学において、ポ

ルノグラフィに関連する論点を扱う文献の研究に取り組んだ。具体的には、ポルノグラフ

ィや性的モノ化をめぐる現代の議論を整理したり、I.マードックの「見方（ヴィジョン）」

の倫理学の現代的意義を考察したりした。そうした考察から、マッキノンやドウォーキン

などのラディカルフェミニズムの議論やそれに影響を受けたポルノの哲学の議論における

「性的モノ化」の論点は、検討を導く「見方（ヴィジョン」）としては有効であり、その

ような観点から性表現を検討する意義が明らかになった。こうした文脈では、ポルノとい

う論点に限定されないかたちで、現象学とヴィジョンの倫理学の関係を明らかにして、ヴ

ィジョンや経験の変容を視野に入れた倫理学の可能性を示すことができた。 

 性的モノ化やポルノの害悪をめぐる現代哲学の議論を検討して、「ポルノグラフィはモ

ノ化しているゆえに悪い」 などの一般的な主張を展開することが困難であることも明らか

になった。ヌスバウムが性表現におけるモノ化はそのつどの「文脈」に応じて「素晴らし

い」ものでありうることを示したように、 個々の表現や鑑賞の状況を考慮しなければなら

ない。とりわけ、A.イートンが示したように、ポルノの害悪は経験的研究において示され

るべきであるが、そのような研究がなされる条件はかなり限定されており、ポルノの害悪

について条件を限定することなく一般的に示すことは困難である。むしろ、製作において

実際の性行為が行われているとされるハードコアポルノにおいては、表現の内容として描

かれる人物がモノ化されているかどうかよりも、制作現場で出演者に対する人権侵害が生

じていないかどうかの方が重要である。 

こうした知見を踏まえて、日本のブルーフィルム（刑法第 175 条において違法とされる

ポルノ映画）を中心に、取り上げた著作『ブルーフィルの哲学 「見てはいけない映画」を

見る』（NHK 出 版）を刊行した。この著作を準備するために、研究期間を 1 年延長するこ

とになった。そこでは、1980 年代にアダルトビデオが普及する以前の日本におけるハード

コアポルノである「ブルーフィルム」を題材にして、性的モノ化な どの倫理をめぐる問題

を扱うことになった。『風立ちぬ』や『柚子娘』などの作品について、鑑賞者の証言や作

品の内容を分析することで、女性を中心とする登 場人物がどのようなモノ化されているの

かが検討された。シスジェンダーの男性の鑑賞者を想定して製作されるブルーフィルムの

歴史は、ジェンダー不平等の歴史であった。しかし、作品のすべてがジェンダー不平等を

肯定しているわけではないし、作品がどのように鑑賞され、どのような意味が見出される

かもそのつどの状況に応じて異なることも明らかになった。 

最終的に課題として浮かび上がったのが、ポルノグラフィそのものやその制作の状況を

記録した資料が残されにくく、ジェンダー不平等の歴史を記録したり、個々の作品を検討

したり、新たな鑑賞の観点を示したりすることが困難である点である。あらかじめジャン

ルの全体を違法なものや犯罪と結びつきやすいものなどと見なすことは、作品や制作状況

を検討するための資料（出演者の証言などを含む）を残すことを困難にしてしまう。そう

したことから、ポルノグラフィや関連資料のアーカイブをめぐる課題があることも明らか

になり、新たな研究プロジェクトの実施につながった。研究を進めるなかで新たにポルノ

グラフィのアーカイブをめぐる問題が浮上した。日本倫理学会、神戸発掘映画祭、アーカ

イブに関する研究会などのいくつかの研究発表を行なって、映画研究者やアーキビストと

意見交換をすることができた。こうした問題を踏まえて、ポルノグラフィのアーカイブを

めぐる研究の意義が明らかになり、本研究終了後に本格的に取り組むことになった。 
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